
 
 

特定家畜伝染病の発生時の対応について 

 

１ 令和７年度の国内発生状況 

（１）高病原性鳥インフルエンザ（R7.12.23現在） 

ア 家きん ６道県（北海道、新潟、宮崎、鳥取、兵庫、岡山）８事例、約 240万羽 

イ 野鳥等 11道県、61事例。県内は発生なし。 

（２）豚熱（R7.12.3現在） 

ア 飼養豚    １県（群馬）３事例、約 1.4万頭 ※ワクチン接種県での発生 

イ 野生いのしし 北海道と一部地域を除く 42都府県で確認。 

県内 11頭陽性、周辺８県では直近６か月で計 95頭陽性 

 

２ 通報から発生時初期までの対応フロー 

（１）高病原性鳥インフルエンザ 

《経過時間》 

0時             6時間後          15～20時間後 

(正午前後)          (連絡会議は通報日の夕方の見込み)  （殺処分は通報日の翌日朝からの見込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）豚熱 

《経過時間》 

0時             24時間後          30～36時間後 

(正午前後)          (連絡会議は通報日の翌日の見込み) （殺処分は通報日の翌々日朝からの見込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①農場から所管家畜保健

衛生所へ通報 

令和７年(2025 年)12 月 25日 
農政部 園芸畜産課 防疫・衛生係 大池、森野、西村 
電話：026-235-7227（代表）内線 3174 

 F A X：026-235-7481 
E-mail：enchiku@pref.nagano.lg.jp 

その他資料１ 

発生場所、飼養規模
等により前後 

発生場所、飼養規模

等により前後 

【所管地域】 

佐久家保：佐久・上田 
伊那家保：諏訪・上伊那 
飯田家保：南信州 
松本家保：木曽・松本・北ア 
長野家保：長野・北信 

①農場から所管家畜保健

衛生所へ通報 

所管家保で 

臨床検査 

《疑いあり》 

④国（小平市）の検査機関

で遺伝子検査《陽性》 

【所管地域】 

佐久家保：佐久・上田 
伊那家保：諏訪・上伊那 
飯田家保：南信州 
松本家保：木曽・松本・北ア 
長野家保：長野・北信 

【所管地域】 

佐久家保：佐久・上田 
伊那家保：諏訪・上伊那 
飯田家保：南信州 
松本家保：木曽・松本・北ア 
長野家保：長野・北信 

②松本家保で

遺伝子検査

《陽性》 

③庁内連絡会議・現地連絡会議
開催 

・動員等防疫措置準備開始 

⑥特定家畜伝染病防疫対策 
本部会議・現地対策本部会
議開催 
・殺処分、埋却等開始 

⑤農林水産省が県と国の 

検査データにより判定 

②所管家畜保健衛生所で

簡易検査《陽性》 

④松本家畜保険衛生所  

で遺伝子検査《陽性》 

③庁内連絡会議・現地連絡会議
開催 

・動員等防疫措置準備開始 

⑥特定家畜伝染病防疫対策 
本部会議・現地対策本部会
議開催 
・殺処分、埋却等開始 

⑤農林水産省が県の 

検査データにより判定 



３ 発生時の依頼事項 

  発生農場の飼養頭羽数により、各部局へ防疫作業への動員依頼を行いますので、ご協力を

お願いします。 

（１）防疫作業への動員 

飼養頭羽数 動員依頼 

鶏 豚 
発生地域 
関係機関※１ 

県庁※２ 

１万羽以上 1,000頭以上 ○ ○ 

１万羽未満 1,000頭未満 ○  

※１：県現地機関の他、市町村、JA等の関係機関へも動員を依頼 

※２：1日あたり最大 240人を動員（作業時間４時間×６クール。各部局動員予定者リスト作成済） 

その他：農政部は鶏 1,000羽以上、豚 100頭以上で動員。原則、自衛隊は要請できない 

  

（参考）地域毎の飼養戸数 

飼養頭羽数 佐久 上田 諏訪 上伊那 南信州 木曽 松本 北ア 長野 北信 合計 

鶏 
１万羽以上 6 4 0 3 1 0 16 0 1 1 32 

１万羽未満 98 53 32 91 116 13 89 22 101 19 634 

豚 
1,000頭以上 3 2 1 1 5 1 3 3 1 1 21 

1,000頭未満 16 1 4 5 12 0 13 3 8 4 66 

 

（２）主な事務内容 

ア 県対策本部（本部長：知事） 

部局等 主な業務（庁内連絡会議設置要綱 等） 

危機管理部 防疫資材等の供給、自衛隊との連絡調整 

企画振興部 報道関係者との連絡調整、広報媒体による発信、松本空港における消毒 

総務部 防疫人員の確保・調整、予算調整 

県民文化部 消費者からの相談窓口・風評被害対策 

健康福祉部 健康に関する相談、愛玩動物・動物園等に関する相談、消費者からの相談

窓口・風評被害対策、保健師の確保、動員者の健康診断 

環境部 埋却地周辺の水質等調査 

産業労働部 企業等からの相談窓口・風評被害対策 

観光スポーツ部 観光に関する相談窓口・風評被害対策 

林務部 野生動物に関する相談窓口、野生動物に関する調査 

建設部 消毒ポイントの道路使用、交通規制・交通整理 

教育委員会 学校で飼育する動物の相談窓口 

県警本部 動物の遺棄に関する相談窓口、消毒ポイント等の道路使用・交通規制・ 

交通整理 

議会事務局 議長、副議長、農政林務委員等への情報伝達 

イ 現地対策本部（本部長：地域振興局長） 

・発生農場での対応（防疫作業、集合施設運営、仮設テントの運営、埋却作業） 

・消毒ポイントの設置及び運営 


